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６ 施設サービス及び高齢者の居住安定の促進
に関する施策  

 

（１） 施設の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５９ 
   ①施設整備の基本的な方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １５９ 

   ②療養病床の再編に対応した施設サービスの確保 ・・・・・・ １６１ 

   ③特別養護老人ホーム入所申込者への対応 ・・・・・・・・・ １６３ 

   ④介護保険施設の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６４ 

   ⑤軽費老人ホーム（ケアハウス）、有料老人ホーム等の整備・・ １７１ 
   ⑥その他施設の整備   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７４ 

 

（２） バリアフリー住宅、住宅改修の促進による寝たきりの予防 １８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 159 - 

 

 
 

①施設整備の基本的な方針（高齢福祉課） 
 

【事業内容】 

○ 地域の実情やニーズを把握・分析した適正な整備 

    今期介護保険事業支援計画（県計画）においては、国の基本指針「介護保険 

  事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」を踏まえな 

  がら、市町村介護保険事業計画との整合性を図るとともに、地域ごとの入所・ 

  居住系サービスに対するニーズ等に適切に対応できるように整備を進めます。 
 

【現状・目標】 

○ 特別養護老人ホーム整備床数の推移 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
    出典：県高齢福祉課調 ※平成 26 年度は、平成 27 年３月末見込みの整備床数（着工ベース） 
  

○ 第５期計画中における整備実績と第６期の整備予定 

    第５期計画期間中においては、特別養護老人ホーム 1,171 床（地域密着型

を含む）をはじめ、介護老人保健施設 527 床、特定施設 251 床、認知症グル

ープホーム 456 床、計 2,405 床の整備を行いました。（平成 27 年 3 月末見込

み）今期においても、1,318 床の整備を行います。 

■特別養護老人ホーム＋介護老人保健施設＋特定施設入居者生活介護＋認知症グループホームの整備状況             

（単位：床） 

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期
特別養護老人ホーム 770 1,544 1,048 1,732 1,171 693
介護老人保健施設 ▲ 84 734 202 249 577 60
特定施設入居者生活介護 99 581 156 622 251 130
認知症グループホーム 803 1,922 417 677 456 198

合　計 1,588 4,781 1,823 3,280 2,455 1,081  
 出典：県高齢福祉課調 ※整備数には減床分も加味。第５期は、平成 27 年３月末見込みの整備床数 
    （着工ベース）。第４期には第５期前倒し分を含む。 

（１） 施設の整備 
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【課題・施策】 

○ 介護保険施設の居室定員 

        利用者や家族の希望により、個室（従来型・ユニット型）又は多床室を選

択できる環境を整えます。 

また、既存施設についても改築・改修により入所者の生活環境の改善を図

ります。 

 

 

 
 

 

○ 地域防災拠点等としての施設整備 

    入所施設は、災害時に緊急避難所や福祉避難所として機能することができ

る地域防災拠点としても期待されるため、計画的な施設整備や防災改修を支

援します。また、施設を地域の拠点とし、地域への情報発信や相談機能を持

つ役割を果たしていくよう、努力を促します。 
   

○ 県の助成等の基本方針 

     県が補助対象とする整備事業は次の要件を満たすものとします。 

    ・ 市町村の第６期介護保険事業計画及び県の第６期介護保険事業支援計

画に、整備されることにより増加する介護保険サービス利用量（増加定

員数）が見込まれていること。 

    ・ 県の補助要綱・要領等に定める基準を満たしていること。 

  ○ 設置認可等について 

       老人福祉法に基づく特別養護老人ホーム（地域密着型特別養護老人ホーム 

を含む）の設置認可、介護保険法に基づく介護老人保健施設の開設許可及び 

特定施設入居者生活介護の指定については、この計画で施設種別ごとに定め 

た目標値を超える場合は、原則として行わないものとします。 
 

  【参考】計画策定に当たっての国の基本的な考え方 

   ○  厚生労働省は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保する 

    ための基本的な指針において、施設・居住系サービスについての目標値を 

    下記のとおり示しています。 

・ 各都道府県は、平成 37 年度の介護保険施設（地域密着型を含む）の 

入所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員の合計数が占め

る割合については、50％以上とすることを目標として定めること。その

うち、特別養護老人ホームのユニット型施設の入所定員の合計数が占め 

る割合については、70％以上とすることを目標として定めること。 

○ 円滑な施設整備の支援 

 施設整備に必要な予算の確保に努めるとともに、事業者の老人福祉施設の 

設置認可等の申請手続きに際して適切な指導助言を行うことにより、市町村 

介護保険事業計画に沿った施設整備が円滑かつ確実に行われるようにしま 

す。 

 

 

 

 

 

平成 26 年度末見込み 特別養護老人ホームの従来型個室 ＝ 14.8 ％ 

                    ユニット型個室 ＝ 50.3 ％ 

                    多床室         ＝ 34.9 ％ 
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②療養病床の再編に対応した施設サービスの確保（高齢福祉課） 

 

【事業内容】 

  介護療養病床は、医療法に定める療養病床のうち、介護保険の適用がある病床

で、長期にわたる療養を必要とする慢性期の要介護者を対象としています。 

  療養病床の再編成とは、医師による手厚い医療が必要な方は療養病床で、主と

して介護の必要性が高い方は介護保険施設で、それぞれ適切なサービスを提供す

る体制を整えることにより、「①利用者の実態に即したサービスの提供」、 

 「②人材の効率的な活用」、「③医療・介護の総費用の減少」を図ることを目指す

ものです。 

 

【現状及び課題】 

 ◯ 国の医療構造改革の一環として療養病床の再編が進められ、介護療養型医療

施設については平成 29 年度末までに廃止することとされていましたが、一方で

介護療養病床の機能については一部存続する方針が示されています。 

    県では、引き続き国の動向を注視しながら、療養病床の再編成に伴う県民や

医療機関の不安の解消や療養病床の円滑な転換等を進めるため、相談体制を確

保するとともに、国の転換支援策の周知や病床転換に要する費用の助成事業を

実施していきます。 

  ○ 療養病床の円滑な転換に向けた支援策は以下のとおりです。 

   ・ 病床転換に関する情報提供、相談窓口の運営 

     医療機関や市町村からの相談に対応できる窓口の継続的な確保及び県内外にお

ける病床転換の先行事例に関する情報提供を行います。 

   ・ 医療療養病床から介護施設への転換に対する支援措置 

     病床転換助成事業による支援を行います。 

   ・ 介護療養型医療施設の転換に対する支援措置及び市町村との連携 

     市町村交付金（地域介護・福祉空間整備推進交付金等）を活用した病床転換を円

滑に進めるための支援を行います。 

   ・ その他 

     療養病床からの転換の動向やその後の経過を踏まえ、各種転換支援措置の在り方

について、医療・療養・介護の現場の声を制度設計者である国に伝え、改善を働き

かけます。 

 

 県のアンケート調査において、転換先は未定と回答している医療機関を含め、療

養病床の転換等の動向把握に努め、必要な対応を検討していくことが重要です。 

 

 ※介護療養病床の転換見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 9 月末時点 

介護療養型医療施設 

（介護療養病床） 

568 床 

平成 30 年 3 月末時点 

医療型療養病床  68 床 
老人保健施設   12 床 
未定       488 床 

転換 
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【施  策】 

 ○ 介護保険施設等の適正な整備 

   療養病床の転換に伴う特別養護老人ホームや介護老人保健施設などへの入所

ニーズに対応するために、必要な施設整備を計画的に進めていきます。 

○ 療養病床の円滑な転換に向けた支援策を引き続き実施していきます。 

 ○ 引き続き関係医療機関への療養病床転換等の動向把握に努めるとともに、地 

  元市町村等と情報収集・共有を行っていきます。 
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③特別養護老人ホーム入所申込者への対応（高齢福祉課） 

 

【現状及び課題】 

 ○ 高齢者・要介護者数が増加するなか、特別養護老人ホームへの入所申込者も

年々増加しています。一方で、より介護の必要性が高い要介護３以上で独居ま

たは家族介護が困難な方は平成 25 年度、26 年度は減少しました。今後団塊世

代が全て 75 歳以上となる 2025 年に向けて、入所を希望する高齢者が更に増加

すると推測されます。地域ごとの申込者の実態や施設サービスに対するニーズ

を的確に把握し、適切な施設整備を推進するとともに、必要度の高い入所申込

者がより円滑に入所できる仕組みづくりや在宅ケアの充実を図るなど、総合的

な対策が必要です。 

 

 ■入所申込者数の推移                  （単位：人） 

  H22 年度 H23 年度  H24 年度 H25 年度 H26 年度 

入所申込者数 15,520 16,780 16,675 17,101 17,649 

対前年増減 1,560 1,260 ▲105 426 548 

要介護３以上で独居・ 

家族介護が困難な方  
－ －  3,002 2,865 2,768 

      出典：県高齢福祉課調 ※要介護３以上で独居・家族介護困難な方の調査は平成 24 年度から実施 

 

【施  策】 

 ○ 特別養護老人ホームの適正な施設整備 

    市町村においては、介護保険サービスや保険料の水準についての住民の意向

等を踏まえ、市町村介護保険事業計画に今期計画期間中に増加すると見込まれ

る特別養護老人ホームの利用ニーズを見込みました。県においては、利用ニーズ

に対応した定員数の確保に向けた適正な施設整備を促進します。 

 ○ 多様なニーズに対応した施設整備 

   特別養護老人ホームに加え、特定施設入居者生活介護などのケア付きの施設

やグループホームなどの地域密着型施設の整備を促進し、特別養護老人ホーム

の入所待機者の緩和を図るとともに、高齢者の多様な施設ニーズへ対応してい

きます。 

 ○ 必要度に応じた円滑な入所 

    特別養護老人ホームへの入所申込者数には、将来に備えての申込や、在宅で

の介護が可能な方からの申込など、緊急性の低い申込も含まれていると推測さ

れます。平成 27 年度からの対象者を原則要介護３以上とする入所要件の重点化

を踏まえ、市町村や施設と連携し、申込者の実態の的確な把握に努めるととも

に、国の指針に基づいて、入所の必要性の判断基準等を盛り込んだ入所指針を

作成し、必要性の高い順に入所が行われるような運用を一層促進します。 

 ○ 入所に至らないための対策推進 

   要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するため、市町村や地域

包括支援センターにおける包括的・継続的なマネジメントを支援します。 

 ◯ 在宅ケアの充実 

   小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模

多機能型居宅介護等の比較的重度の要介護者にも対応し得る地域密着型サービ

スの供給を支援するとともに、医療・介護等の多職種連携を推進します。
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④介護保険施設の整備（高齢福祉課） 

１）特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

 

【事業内容】 

65 歳以上の高齢者であって、身体上又は精神上著しい障害があるため、常時の

介護を必要とし、かつ在宅生活が困難な方を対象とする施設です。定員 29 人以下

の地域密着型特別養護老人ホームは、原則として施設所在市町村の住民を対象と

します。介護保険法上は、介護老人福祉施設（地域密着型は介護老人福祉施設入

所者生活介護）とよばれ、平成 27 年度から入所要件が原則として要介護３以上と

なります。 

 

【現  状】 

５期末見込みの特別養護老人ホームの整備状況は、県計で施設数161箇所、定員

10,726人となっていますが、特別養護老人ホームへの入所申込者は年々増加して

います。 

 

■特別養護老人ホームの整備状況（地域密着型（定員 29 人以下）を含む） 

  

 

 

 

区   分 県 計 
圏 域 名 

岐 阜 西 濃 中 濃 東 濃 飛 騨 
65歳以上人口（人）Ａ※ 555,408 205,133 100,273 102,328 98,360 49,314 

施設数 161 53 38 29 26 15 

定       員（人）Ｂ 10,726 3,515 2,321 2,037 1,853 1,000 

整備率（Ｂ／Ａ×1,000） 19.3 17.1 23.1 19.9 18.8 20.3 
     出典：県高齢福祉課調、５期末見込み（施設数及び定員数は着工ベース） 

           ※65 歳以上人口は、平成 26 年 10 月 1 日現在、県統計課調 

 

【課  題】 

 ○ 適正かつ計画的な施設整備 
 介護保険給付対象サービスの中で、施設サービスは介護保険料や介護保険財
政に大きな影響を与えるものであることから、必要な入所需要を見極め、適正
かつ計画的な施設整備を図る必要があります。特に、平成 27 年度からの入所要
件の要介護３以上への重点化を考慮する必要があります。 

  ○ 地域の実情にあった施設整備 
 市町村が補助を行う地域密着型特別養護老人ホームと、県が直接補助を行う
定員30人以上の広域型特別養護老人ホームを、地域的均衡にも配慮しつつ、地
域の実情に合わせ適切に整備することが必要です。 
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【目  標】 

 

○広域型特別養護老人ホーム 

（定員 30人以上） 

                                            

                             

                              

 

 

 

                             

                             (単位:人) 

圏域 市町村名 平成27年度 平成28年度 平成29年度 第６期計 

岐阜 

岐阜市 100 40       140 

羽島市       0 50 50 

各務原市  60  60 

山県市            50  50 

非転換分 小計 100 150 50 300 

岐阜圏域計 100 150 50 300 

 

西濃 

養老町 10   10 

安八広域連合 20   20 

非転換分 小計 30   30 

西濃圏域計 30   30 

中濃 

関市 20   20 

美濃市  50  50 

美濃加茂市   0 0 

郡上市  5  5 

富加町  80  80 

非転換分 小計 20 135 0 155 

中濃圏域計 20 135 0 155 

東濃 
中津川市  20 33 53 

非転換分 小計  20 33 53 

東濃圏域計  20 33 53 

飛騨 

下呂市   0 0 

白川村   0 0 

非転換分 小計   0 0 

飛騨圏域計   0 0 

県   計 150 305 83 538 
 ※ 計上されている定員数は、各市町村の第６期介護保険事業計画で、施設整備等により各年度に新たに 

  増加する介護保険サービス利用量（増加定員数）として見込んだものです。 

   これには、定員が変わらない改築・改修整備は含まれません（次ページ以降の各施設の目標値において 

  も同様に計上しています）。 

  

 

平成26年度末   平成29年度 

 

   9,689   →  10,227 

          人             人 
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○地域密着型特別養護老人ホーム(※)  

(定員 29人以下)  

 

  

 

平成26年度末   平成29年度 

 

    1,037  →    1,192 

           人          人 

 

 

                                  

                          (単位:人) 

圏域 市町村名 平成27年度 平成28年度 平成29年度 第６期計 

岐阜 
岐阜市  29 29 58 

非転換分 小計  29 29 58 

岐阜圏域計  29 29 58 

西濃 

海津市 29   29 

養老町  20  20 

垂井町 19   19 

非転換分 小計 48 20  68 

西濃圏域計 48 20  68 

中濃 
可児市   29 29 

非転換分 小計   29 29 

中濃圏域計   29 29 

飛騨 
白川村   0 0 

非転換分 小計     

飛騨圏域計   0 0 

県   計 48 49 58 155 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 地域密着型特別養護老人ホーム（地域密着型介護老人福祉施設） 

 定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームで、介護保険法による地域密着型介護老人福祉施設の指定を 

 受けた施設です。家庭での介護が困難な方が、家庭的な雰囲気のなかで、住み慣れた地域での生活を続ける 

 ことを目的としており、市町村を日常生活圏域に分け、その圏域の中で整備が図られます。   
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【施  策】 

○ 介護予防事業や在宅系サービスの充実を図り、地域のなかで安心して生活で

きるよう努め、施設整備については計画に基づいた適正な整備を図ります。 

○ 定員30人以上の広域型特別養護老人ホームと定員29人以下の地域密着型特別

養護老人ホームのそれぞれの特性を勘案して、地域の実情にあった施設整備を

図ります。 

○ 高齢者の尊厳を守るとともに家庭や地域での生活に近い環境が確保できるよ

う努めます。 

 ○ 定員 30 人以上の施設については県単補助事業により整備を進めます。また、  

  定員 29 人以下の施設については、国庫を活用した補助事業により整備を進め 

  ます。 
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２）介護老人保健施設 

 

【事業内容】 

介護老人保健施設は、介護保険給付対象サービスのひとつで、介護が必要な方

に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び

機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う施設です。 

入所の対象となる方は、病院での入院治療の必要がなく、又は病状が安定期に

ある方で、家庭での生活に不安のある介護を必要とする方などです。 

入所後は、様々なリハビリテーションを受けることにより、家庭生活への復帰

をめざします。 

 

【現  状】 

５期末見込みの整備状況は、県計で施設数76箇所、定員6,714人となっています。 

 

 ■介護老人保健施設の整備状況 

    

 

 

 

 

区   分 県 計 
圏 域 名 

岐 阜 西 濃 中 濃 東 濃 飛 騨 
65歳以上人口（人）Ａ※ 555,408 205,133 100,273 102,328 98,360 49,314 
施設数 76 27 12 18 11 8 

定       員（人）Ｂ 6,714 2,424 1,160 1,288 1,155 687 
整備率（Ｂ／Ａ×1,000） 12.1 11.8 11.6 12.6 11.7 13.9 

     出典：県高齢福祉課調、５期末見込み（施設数及び定員数は着工ベース。なお、療養病床からの転換分 

を含む。）  

※65 歳以上人口は、平成 26 年 10 月 1 日現在、県統計課調 

 

【課  題】 

 ○ 平成20年度より、看護体制等を強化した介護療養型老人保健施設が新たな類

型として創設されており、一般の介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び

医療保険適用の療養病床を含めて、各地域における入所需要、入院需要に応じ

た療養の場を確保していくことが必要です。 

 ○ 特別養護老人ホームの入所希望者が多く、介護老人保健施設が特別養護老人

ホームの入所待機場所となる事例や入所者の要介護度の重度化などにより、入

所者の滞在期間が長期化しています。さらに、在宅復帰を目指すという施設本

来の機能に加えて、介護療養型老人保健施設の創設や看取りへの対応など、そ

の役割が拡大しています。 
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【目  標】 

 

 

平成26年度末   平成29年度 

 

6,524  →  6,584 

            人           人 

 

     

 

《非転換分》 

                                                 (単位:人) 

圏域 市町村名 平成27年度 平成28年度 平成29年度 第６期計 

西濃 

垂井町 60   60 

安八広域連合   0 0 

非転換分 小計 60  0 60 

西濃圏域計 60  0 60 

県   計 60  0 60 

 

《転換分》 

 (単位:人) 

圏域 市町村名 平成27年度 平成28年度 平成29年度 第６期計 

- 
-    0 

転換分 小計    0 

圏域計    0 

県   計    0 

 

 

【施  策】 

○ 介護老人保健施設は、在宅復帰を目指しリハビリを行う施設として、地域の

実情に応じた施設整備を促進します。 

○ 職員に対する知識及び技能向上のための研修の開催を通じ、入所者への一層

の処遇向上を図ります。 

 ○ 定員 30 人以上の施設については県単補助事業により整備を進めます。また、  

  定員 29 人以下の施設については、国庫を活用した補助事業により整備を進め 

  ます。 
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３）介護療養型医療施設（介護療養病床） 
 

【事業内容】 
介護療養型医療施設は、介護保険給付対象サービスのひとつで、介護が必要な

方に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管
理のもとにおける介護、その他の世話及び機能訓練、その他必要な医療を行う施
設です。 
入所の対象となるのは、カテーテル等を装着しているなど常に医学的管理のも

とにおける介護を必要とする長期療養患者などです。 
 

【現  状】 

平成26年9月30日現在の指定状況は、県計で施設数21箇所、定員568人となって

います。 

 ■介護療養型医療施設の整備状況 

区    分 県 計 
圏 域 名 

岐 阜 西 濃 中 濃 東 濃 飛 騨 
65歳以上人口（人）Ａ※ 555,408 205,133 100,273 102,328 98,360 49,314 
施設数 21 9 3 2 4 3 

定    員（人）Ｂ 568 318 52 29 57 112 

整備率（Ｂ／Ａ×1,000） 1.0 1.6 0.5 0.3 0.6 2.3 
   出典：県高齢福祉課調、平成 26 年 9 月 30 日現在（施設数及び定員数は整備済ベース） 

           ※65 歳以上人口は、平成 26 年 10 月 1 日現在、県統計課調 

 

【課  題】 
 ○ 介護療養型医療施設は、平成29年度末までに廃止される予定でしたが、平成

26年11月現在、介護療養病床の機能については存続する方針が示されており、
今後の国の動向を踏まえた対応が必要です。 

 
【転換予定】 

 

 

 

 

 

 
 

【施  策】 

○ 介護療養型医療施設については、入院患者や地域の介護需要、医療需要に適

切に対応できるよう、国の動向を見ながら関係医療機関との連携や情報共有を

図り、必要な施設定員数、病床数を確保していきます。 

○ 相談窓口の設置や改修費用の助成等により、介護療養型医療施設から他の施

設等への転換が円滑に進むよう支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 平成26年度末        平成29年度 

 

     568   →    医療型療養病床 68人 

     人      老人保健施設  12人 

            未定      488人    
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⑤軽費老人ホーム（ケアハウス）、有料老人ホーム等の整備（高齢福祉課） 

 

【事業内容】 

 ○ 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

軽費老人ホームは、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯ニーズに対応

する老人福祉施設であり、家庭環境や住宅事情等の理由により、居宅において

生活することが困難な方が、低額な料金で入居し、日常生活上必要なサービス

を受けられる施設で、高齢者が介護を必要とする状態となっても自立した生活

を送れるように配慮した「ケアハウス」、食事の提供や日常生活上必要な便宜

を供与する「Ａ型」、自炊が原則の「Ｂ型」があります。 

 

 ○ 有料老人ホーム 

有料老人ホームは、高齢者を入居させ、入浴・排せつ等の介護、食事の提供、

洗濯・掃除等の家事等日常生活上必要な便宜を供与する事業を行う施設です。

有料老人ホームの類型には、自立者を対象とし介護が必要となった場合には契

約を解除し退去しなければならない「健康型」、介護が必要となった場合に訪

問介護などの介護サービスを利用しながら生活することが可能な「住宅型」、

介護が必要となっても施設が提供する介護保険サービス（特定施設入居者生活

介護）を利用しながら当該施設での生活を継続できる「介護付」があります。 

 

○ 特定施設入居者生活介護 

  介護保険法では、有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅を含む）、

軽費老人ホーム、養護老人ホームを「特定施設」としており、特定施設は基準

を満たすことで、特定施設入居者生活介護のサービスを提供する施設として指

定を受けることができます。 

  このうち、要介護者のみを対象とする特定施設は介護専用型特定施設、それ

以外は混合型特定施設に区分され、更に介護専用型のうち定員29人以下は地域

密着型に区分されます。 

  指定を受けた特定施設に入居している要介護者（要支援者）に対しては、サ

ービス計画に基づいた入浴・排せつ・食事の介護、機能訓練、療養上の世話等

のサービスが提供されます。 

 

【現  状】 

 ○ 有料老人ホーム 

   平成 27 年２月１日現在、県内の有料老人ホームは 135 箇所、定員 3,796 人 

  です。このうち、特定施設入居者生活介護を提供する施設は 27 箇所となってい    

  ます。 

 ○ 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

５期末見込みで県内のケアハウスは施設数 40 箇所で定員 1,360 人、Ｂ型が１

箇所で定員 50 人となっています。このうち、特定施設入居者生活介護を提供す

る施設は、ケアハウスが９箇所となっています。 
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【目  標】 

 

 ○介護専用型特定施設入居者生活介護(定員30 人以上の介護専用型の特定施設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年度末   平成29年度 

 

      63    →   163 

           人           人 

 

 

 

 

 

 ■介護専用型特定施設入居者生活介護(定員30 人以上の介護専用型の特定施設)   (単位:人)                                                             

圏域 市町村名 平成27年度 平成28年度 平成29年度 第６期計 

岐阜 
岐阜市 100   100 

非転換分 小計 100   100 

岐阜圏域計 100   100 

県   計 100   100 

 

 

 ○地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29 人以下の介護専用型の特定施設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年度末   平成29年度 

 

     136   →   136 

           人           人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29 人以下の介護専用型の特定施設)   (単位:人)                        

圏域 市町村名 平成27年度 平成28年度 平成29年度 第６期計 

- 
-    0 

非転換分 小計    0 

計    0 

県   計    0 
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 ○混合型特定施設入居者生活介護(介護専用型以外の特定施設) 

   

 

 

 

 

 

 

 

平成26年度末   平成29年度 

1,471   →  1,501 

          人             人 
 

 

 
※上記は必要利用定員数を示す。 

なお、推定利用定員は「利用定員総数×70％」とする。 

推定利用定員＝1,501人×70％＝1,051人 

【岐阜：291人、西濃：92人、中濃：221人、東濃：379人、飛騨：68人】 

 

 ■混合型特定施設入居者生活介護(介護専用型以外の特定施設)        (単位:人)                                                             

圏域 市町村名 平成27年度 平成28年度 平成29年度 第６期計 

東濃 
瑞浪市   30 30 

非転換分 小計     

東濃圏域   30 30 

県   計   30 30 

 
【施  策】 
○ 地域密着型特定施設については、地域の実情に応じた整備を促進します。 
◯ 有料老人ホームについては、必要な指導助言を行い、より良い居住環境と 
  サービスが提供されるよう努めます。 

 〇 有料老人ホーム等を特定施設として指定し、介護施設の確保を図ります。 
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⑥その他施設の整備（高齢福祉課・公共建築住宅課） 

１）養護老人ホーム 
 
【事業内容】 

養護老人ホームは、65 歳以上の方であって、環境上及び経済的な理由により居
宅において養護を受けることが困難な方が、市町村の措置により入所する施設で
す。なお、平成 18 年度からは入所者が外部の介護保険サービスを利用したり、養
護老人ホームが特定施設入居者生活介護事業所の指定を受け外部のサービス事業
者に訪問介護等のサービス提供を委託できることになり、入所者の介護ニーズに
対応できるようになりました。 

 

【現  状】 
５期末見込み、県計で施設数は 22 箇所、定員は 1,189 人となっています。整備

状況を福祉圏域別にみると、65 歳以上人口千人当たりの入所定員は飛騨圏域が
3.0 で最も高く、西濃圏域が 1.7 で最も低くなっています。 

 

  ■養護老人ホームの整備状況 

区   分 県 計 
圏 域 名 

岐 阜 西 濃 中 濃 東 濃 飛 騨 
65歳以上人口（人）Ａ※ 555,408 205,133 100,273 102,328 98,360 49,314 
施設数 22 6 3 5 5 3 

定       員（人）Ｂ 1,189 404 170 250 215 150 

整備率（Ｂ／Ａ×1,000） 2.1 2.0 1.7 2.4 2.2 3.0 
   出典：県高齢福祉課調、５期末見込み（施設数及び定員数は着工ベース） 

          ※65 歳以上人口は、平成 27 年 10 月 1 日現在、県統計課調 
 

 
 

【課  題】 
〇 老朽化が進んだ養護老人ホームがあり、ハード面での改善が求められていま 
 す。また、入所期間が長期化して入所者の高齢化が進んでおり、介護を必要と 
 する方が増えてきています。介護度の重度化も進んでおり、本来特別養護老人 
 ホームへの入所が適当と思われる方が多くなっています。 
◯ 一部の施設では空床が見受けられることがあり、社会福祉施設として有効な 
 活用が期待されます。 
〇 視覚障がい者の高齢化が進むなか、全国的に盲養護老人ホームの整備が進ん  
 でおり、本県においても検討が必要です。 
 

【目  標】 

  老人福祉計画における、定員総数は以下のとおりです。 

  第６期における養護老人ホームの新規整備予定はありません。 

 

 

 

 

平成26年度末   平成29年度 

 

1,189    → 1,179 

          人            人 
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【施  策】 
○ 要支援・要介護入所者が尊厳を保ち心豊かな生活を送ることができるよう、
施設環境の改善とサービスの向上を促進します。 

◯ 国の方針を踏まえ、長期入院精神障がい患者の地域移行先等、その社会的役

割について周知していきます。 

◯ 盲養護老人ホームについては、高齢で視覚障がいという特殊性を踏まえ、本

県においても専用の施設の必要性について検討していきます。 
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２）認知症グループホーム 
 

【事業内容】 

認知症グループホームは、認知症の要介護者（その者の認知症の原因となる疾

患が急性の状態にある者を除く。）が、共同生活を営む住居で受ける、入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練のサービスを利用す

る施設です。 

地域密着型サービスであるため、指定・指導監督は保険者である市町村が行い

ます。 

 

【現  状】 

５期末見込みの整備状況は次のとおりです。 

 

■認知症グループホームの整備状況 

  

 
区   分 県 計 

圏 域 名 
岐 阜 西 濃 中 濃 東 濃 飛 騨 

65歳以上人口（人）Ａ 555,408 205,133 100,273 102,328 98,360 49,314 
定       員（人）Ｂ 4,228 1,689 867 706 735 231 

整備率（Ｂ／Ａ×1,000） 7.6 8.2 8.6 6.9 7.5 4.7 
     出典：県高齢福祉課調 ※65 歳以上人口は、平成 27 年 10 月 1 日現在、県統計課調 

 

【課  題】 

 ○ 今後、高齢化が進むにつれて、認知症高齢者が増加すると予測されるため、

地域の実情に応じた施設整備が必要です。 

 

【目  標】 

 

 

 

平成26年度末   平成29年度 

 

4,228   →  4,426 

          人            人 

 

                     

 
【施  策】 
○ 認知症高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域の
実情に応じた施設整備を促進するとともに、地域での情報発信を支援します。 

 ◯ 今後増加が想定される認知症高齢者へのケアのほか、地域における認知症ケ

アの拠点としての役割が期待されることから、市町村が実施するグループホー

ムの整備を補助事業により支援します。 
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   ３）サービス付き高齢者向け住宅への支援 

 

【事業内容】 

 平成 23 年 10 月 20 日の「高齢者の居住の安定確保に関する法律（以下「法」と

いう。）」の改正により、国土交通省・厚生労働省共管の「サービス付き高齢者

向け住宅」が創設されました。 

県においても、福祉部局と住宅部局が連携を図りながら、以下のとおりサービ

ス付き高齢者向け住宅への支援を行います。 

高齢者世帯や要介護者等の増加に対応するためには、高齢者が安心して生活す

ることができる住まい・住環境の確保を促進し、その居住の安定確保を図ること

が必要です。 

そのため、法に基づき、次に掲げるような要件を満たす「サービス付き高齢者

向け住宅事業」の登録を実施しています。 

 
   ＜サービス付き高齢者向け住宅事業の概要＞ 

    ・ 入居者は高齢者（60 歳以上）及びその配偶者等 

    ・ 状況把握、生活相談サービスの提供を行う 

    ・ 家賃、敷金、サービス対価以外の金銭は徴収しない 

    ・ バリアフリー(段差、手すり、廊下幅等)の基準を満たす 等 
 

 

【現状及び課題】 

○ 登録のためにはバリアフリー構造や一定のサービス提供が必須となったた  

 め、より高齢者が安心して居住できる住まいの情報提供が実施されております。 

 ○ この制度に対する理解と周知を図り、高齢者がより安心して生活することが 

できる住まい・住環境の確保を図ることが重要な課題です。 

 ○ なお、岐阜県における平成 26 年 10 月末現在の登録済み件数は、78 棟 2,161

戸です。 

 

【目  標】 

   高齢者人口に対する高齢者向け住宅（※）の割合 
 

 
 

 

【施  策】 

 ○ サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度の的確な運用に努めるほか、登

録住宅が適正に管理されるよう指導監督を行います。 

 ○ サービス付き高齢者向け住宅を含めた在宅介護サービスの充実を推進してい

きます。 

 ○ 住宅部局と連携して事業者からの相談等に対応し、良質な住まいが円滑に供

給されるよう努めます。 

 ◯ 有料老人ホーム該当サービスや介護保険サービスの適切な提供がなされるよ

う、必要な指導助言を行います。 

 

                                             
※ 高齢者向け住宅：サービス付き高齢者向け住宅、シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅、有料老  

  人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームのことをいいます。 

  平成 17 年度     平成 32 年度 

     0.4%   →    3～5％ 
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【参考】 各施設の所管 
 
各施設の所管については下表のとおりです。 
 

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） ○ 県・中核市 ○ 県・中核市 ○ 県・中核市 ○ 県・中核市

地域密着型特別養護老人ホーム
（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）

○ 県・中核市 ○ 県・中核市 ○ 保険者 ○ 保険者

介護老人保健施設 － － － － ○ 県・中核市 ○ 県・中核市

介護療養型医療施設 － － － － ○ 県・中核市 ○ 県・中核市

軽費老人ホーム※1 ○ 県・中核市 ○ 県・中核市 － － － －

有料老人ホーム ○ 県・一部市町村
※2 ○ 県・一部市町村

※2 － － － －

特定施設入居者生活介護 － － － － ○ 県・中核市 ○ 県・中核市

地域密着型特定施設入居者生活介護 － － － － ○ 保険者 ○ 保険者

認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護） ○ 県・中核市 ○ 県・中核市 ○ 保険者 ○ 保険者

養護老人ホーム ○ 県・中核市 ○ 県・中核市 － － － －

施設種別

※1　社会福祉法上の届出、指導監督。

※2　岐阜市、中津川市、各務原市、揖斐川町、白川町に限る。

認可・届出 指導監督

老人福祉法上の所管

指導監督許可・指定・更新・届出

介護保険法上の所管
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【参考】 各施設の所在地別定員一覧 
各施設等の所在地別の定員数（予定）は下表のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※１ 特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホームの２段書きの下段は、一部ユニット型からの 

  ユニット型分離指定に伴う、減床数（増床数）を加味した数値。 

※２ 介護老人保健施設５期には、転換分を含む。 
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（２） バリアフリー住宅、住宅改修の促進による寝たきりの予防（P109参照） 
  （高齢福祉課・公共建築住宅課） 

※ 特定施設入居者生活介護については、混合型及び介護専用型を合算し、総定員で計上。 

 


